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第 ４ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  令和７年４月１６日（水）午前１０時００分 

 

場      所  津市上下水道庁舎 ２階 大会議室 

 

出 席 部 会 委 員   1岡安 俊也 ・ 2川邊 千秋・ 3北澤 奈帆美・ 4田村 明  

           5前川 洋子 ・ 8喜多 義幸・ 9木下 伸裕 ・10小粥 文夫 

          11清水 喜代己・12藤田 直樹・13丸山 耕一 ・19太田 義政 

          21坂野 大徹  

以上１３名 

 

欠 席 委 員  23水谷 隆 

 

出席部会員外委員  

 

議      長  第１農地部会長 太田 義政 

 

事 務 局 職 員  辻岡事務局長・加賀次長・和田主査 

 

総 合 支 所  河芸 ：本郷担当副主幹 芸濃：柴田担当副主幹 

          美里 ：服部担当主幹  安濃：江副担当副主幹 

          香良洲：柴山担当副主幹 

 

議 事 録 署 名 者   1岡安 俊也・ 2川邊 千秋 

 

事      項 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借権） 

 報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願について（所有権移転） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 

 議案第７号 特定農地貸付承認申請について 

 議案第８号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定による意見書の 

       提出について（賃貸借権、使用貸借）＜別冊＞ 
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議   事   の   大   要 

 

議  長   第４回第１農地部会を開催させていただきます。 

       本日の欠席は２３番 水谷 隆委員の１名で、出席委員は１３名でございま

す。                                  

       それでは、議事録の署名者を私のほうから指名させていただきます。１番 岡

安 俊也委員、２番 川邊 千秋委員、よろしくお願いいたします。 

       それでは初めに、会長専決の報告事項に入ります。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   まず、議案を説明させていただく前に、恐れ入りますが、議案書の訂正をお

願いいたします。 

 

       ２９ページをご覧ください。議案第４号 番号１６の案件につきまして、譲

渡人     の住所について、「    」を、「    」に訂正をお願い

します。 

 

       続きまして、３１ページをご覧ください。議案第６号 番号１の案件につき

まして、取下げ願いが提出されましたので、削除をお願いいたします。 

 

それでは、議案書の１ページから６ページをお願いいたします。       

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま 

す。                                 

       番号１から２６で、件数は２６件、合計面積は１０４,１９５．４５㎡で、そ 

の内訳は田が１００,３１４．４５㎡、畑が３，８８１．００㎡でございます。 

これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解 

      約したものであります。                    

                                          

       ７ページから１６ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について、でございます。 

       番号１から１９で、件数は１９件、合計面積は８８,７９８．１９㎡で、その 

内訳は田が５５,９１１．００㎡、畑が３２,５１０．００㎡、その他が３７７． 

１９㎡でございます。                          

 これらにつきましては、相続の届出でございます。            

 なお、現況地目が農地以外になっているところは、無断転用の可能性があり 

ますので、届出人に対して指導しております。               

 

       １７ページをお願いします。                      

       報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、でござ

います。 

       番号１ 駐車場用地 

       番号２ 倉庫用地 

番号３ 一般個人住宅用地 

番号４ 施工ヤード用地 

以上、件数は４件、合計面積は１,４５２．００㎡で、その内訳は田が８１９． 

００㎡、畑が６３３．００㎡でございます。 
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１８ページから１９ページをお願いします。            

       報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権 

      移転）、でございます。  

番号１ 集合住宅用地 

番号２ 駐車場用地 

番号３ 宅地造成 

番号４、番号５ 一般個人住宅用地 

以上、件数は５件、合計面積は２,６９７．００㎡で、その内訳は田が１，２ 

      ３８．００㎡、畑が１,４５９．００㎡でございます。 

 

２０ページをお願いします。                   

       報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借 

権）、でございます。  

番号１ 工事用仮設事務所敷地（一時転用）            

       以上、件数は１件、合計面積は３３０．００㎡で、全て田でございます。 

 

２１ページをお願いします。                   

       報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸 

借）、でございます。  

番号１ 一般個人住宅用地 

以上、件数は１件、合計面積は３００．００㎡で、全て畑でございます。 

報告案件は以上です。                       

 

議  長   それでは、議案事項に入ります。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）、

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、２２ページをお願いいたします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）で

ございます。 

       番号１、地区 安東、申請地 河辺町堂垣内    、登記地目・現況地目

とも田、面積 １，０６１㎡ 外３筆、合計面積 ４，３３５㎡、受人   

  、面積 ７５２，５０３．７９㎡、渡人      外２名。 

       譲受理由は営農拡大のため、譲渡理由は高齢化による労力不足のためです。 

 

       番号２、地区 栗真、申請地 栗真中山町大縄手    、登記地目・現況

地目とも田、面積 １，７０３㎡、受人     、面積 ０㎡、渡人   

   外３名。 

       譲受理由は新規営農のため、譲渡理由は後継者不在のためです。 

 

       番号３、地区 神戸、申請地 半田上出    、登記地目 田、現況地目

 畑、面積 ５７５㎡、受人     、面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は新規営農のため、譲渡理由は遠方による耕作不便のためです。 

 

       番号４、地区 神戸、申請地 野田鎌切    、登記地目・現況地目とも

田、面積 ８０９㎡、受人     、面積 ０㎡、渡人     。 
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       譲受理由は新規営農のため、譲渡理由は高齢化による労力不足のためです。 

 

       番号５、地区 上野、申請地 河芸町久知野里前    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ７２㎡ 外４筆、合計面積 ５，９０８㎡、受人    

 、面積 ２０７，５０１㎡、渡人     。 

       譲受理由は営農拡大のため、譲渡理由は高齢化による労力不足のためです。 

 

       ２３ページをお願いいたします。 

       番号６、地区 安西、申請地 芸濃町萩野上田野    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 １８５㎡、受人     、面積 ３０，７１１㎡、渡人

    。 

       譲受理由は営農拡大のため、譲渡理由は管理困難のためです。 

 

       番号７、地区 明、申請地 芸濃町忍田地蔵堂    、登記地目・現況地

目とも田、面積 ８１９㎡ 外１筆、合計面積 ２，５９９㎡、受人    

 、面積 １５，１９３㎡、渡人     。 

       譲受理由は営農拡大のため、譲渡理由は高齢化による労力不足のためです。 

 

       番号８、地区 辰水、申請地 美里町船山野中    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ３０３㎡、受人     、面積 ４，６１６㎡、渡人  

   。 

       譲受理由は営農拡大のため、譲渡理由は高齢化による労力不足のためです。 

 

       番号９、地区 明合、申請地 安濃町野口長岨    、登記地目・現況地

目とも田、面積 １，１１７㎡、受人     、面積 １５，１９３㎡、渡

人     。 

       譲受理由は営農拡大のため、譲渡理由は高齢化による労力不足のためです。 

 

       番号１０、地区 明合、申請地 安濃町野口長岨    、登記地目・現況

地目とも田、面積 ７７１㎡、受人     、面積 １５，１９３㎡、渡人

    。 

       譲受理由は営農拡大のため、譲渡理由は管理不便のためです。 

 

       以上、件数は１０件、合計面積は１８，３０５㎡で、このうち田が１７，７

４５㎡、畑が５６０㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地

域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件

の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりましたので、地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 安東、お願いします。 

 

川邊委員   ２番、川邊でございます。この案件につきましては、既にこの    さん

が利用権設定で取り組んでおった土地でございます。それを今回、所有権移転

したということでございます。問題ありませんので、よろしくお願いいたしま

す。 



 5 

議  長   番号２、地区 栗真、お願いします。 

 

坂野委員   ２１番、坂野です。現地は、徐々にですが荒廃地が広がりつつあるところだ

ったんですけれども、今回、新たに営農を継続していただけるということで、

荒廃農地の増加に少し歯止めがかかるかなというふうに思います。問題ありま

せんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号３、番号４、地区 神戸、お願いします。 

 

前川委員   ５番、前川です。４月６日に現地確認いたしまして、特に問題ないと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号５、地区 上野、お願いします。 

 

喜多委員   ８番、喜多です。特に問題ありませんので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号６、地区 安西、お願いします。 

 

木下委員   ９番、木下です。何も問題ありませんので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号７、地区 明、お願いします。 

 

小粥委員   １０番、小粥でございます。この案件につきましては、ブルーベリーを栽培

したいということで、地元の関係者の方とも十分協議するということでござい

ますので、問題ないと思います。 

 

議  長   番号８、地区 辰水、お願いします。 

 

清水委員   １１番、清水です。現地確認に行きましたら、畑を畑として使用されるとい

うことで別に何も問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号９、番号１０、地区 明合、お願いします。 

 

藤田委員   １２番、藤田です。問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１から番号１０について、地元委員さんから異議なしということでござ

いますが、皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第１号について許可をすることに決定をい

たします。 

       次に、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、事

務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２４ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、でござい



 6 

ます。 

       番号１、地区 大里、申請地 大里睦合町西垣内    、登記地目 畑、

現況地目 宅地、面積 ４４４㎡、申請者     。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。昭和６０

年３月頃から住宅を建築していた旨の始末書の提出がありますことから、これ

を追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号２、地区 安濃、申請地 安濃町内多見泥    、登記地目 田、現

況地目 宅地、面積 １３２㎡ 外１筆、合計面積 １９７㎡、申請者   

  。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。昭和５７

年頃から宅地の一部として駐車場、庭、プレハブ物置を設置していた旨の始末

書の提出がありますことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は２件、面積は６４１㎡で、このうち田が１９７㎡、畑が４４４

㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第４条第６項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 大里、お願いします。 

 

岡安委員   １番、岡安です。現状のまま別に問題はないかと思っております。 

 

議  長   番号２、地区 安濃、お願いします。 

 

藤田委員   １２番、藤田です。これも問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１、２について、地元委員さんから異議なしということでございました。

皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第２号について許可をすることに決定をい

たします。 

       次に、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願について（所

有権移転）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２５ページお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願について（所有権

移転）、でございます。 

       番号１、地区 草生、申請地 安濃町草生船倉    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ５２８㎡、受人     、渡人     。 

       この案件につきましては、令和６年１１月１８日付にて許可を受けましたが、
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受人変更のため、許可の取消願が提出されております。 

 

       以上、件数は１件、合計面積は５２８㎡で、全て畑でございます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 草生、お願いします。 

 

丸山委員   １３番、丸山でございます。この件、第４号議案の１８番に同じ物件が出て

おります。異議ないと考えます。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１について、地元委員さんから異議のない旨の発言でございました。皆

さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第３号について承認することに決定をいた

します。 

       次に、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所

有権移転）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２６ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）、でございます。 

       番号１、地区 藤水、申請地 藤方黒木    、登記地目・現況地目とも

畑、面積 ６０１㎡ 外２筆、合計面積 １，１８７㎡、受人     、渡

人      外１名。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は４２７．３９㎡、パネル設置率は３６％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号２、地区 高茶屋、申請地 城山三丁目    、登記地目・現況地目

とも田、面積 ７５㎡ 外３筆、合計面積 ５７２㎡、受人     、渡人

    。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は３６５．４２㎡、パネル設置率は６３．９％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号３、地区 安東、申請地 観音寺町南川原    、登記地目 畑、現

況地目 宅地、面積 ２０１㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。昭和２９

年頃から住宅を建築していた旨の始末書の提出がありますことから、これを追

認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号４、地区 白塚、申請地 白塚町小山    、登記地目 田、現況地

目 雑種地、面積 ３５㎡ 外１筆、合計面積 ４４２㎡、受人     、
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渡人     。 

       これにつきましては、申請地を資材置場用地とするものです。平成１２年頃

から工事の資材置場として受人に貸していた旨の始末書の提出がありますこと

から、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       ２７ページをお願いいたします。 

       番号５、地区 白塚、申請地 白塚町小山    、登記地目・現況地目と

も畑、面積 ２４４㎡ 外１筆、合計面積 １，１１８㎡、受人     、

渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は４９５．９８㎡、パネル設置率は４４．４％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号６、地区 神戸、申請地 野田鎌切    、登記地目・現況地目とも

田、面積 ４９６㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を調剤薬局用地とするものです。許可証の交付

につきましては、都市計画法第２９条との同時許可となります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号７、地区 神戸、申請地 野田鎌切    、登記地目・現況地目とも

田、面積 １１２㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を通路用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号８、地区 片田、申請地 片田志袋町七反    、登記地目 田、現

況地目 雑種地、面積 ６．５７㎡ 外１筆、合計面積 ５１８．５７㎡、受

人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を資材置場用地とするものです。３０年以上前

から資材置場として転用していた旨の始末書の提出がありますことから、これ

を追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号９、地区 上野、申請地 河芸町西千里西浦    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ４９㎡ 外４筆、合計面積 ９００㎡、受人     、

渡人      外３名。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は３８８．９７㎡、パネル設置率は４３．２％になります。 

       農地区分は、第２種農地として判断されます。 

 

       ２８ページをお願いいたします。 

       番号１０、地区 明、申請地 芸濃町林善貝    、登記種目・現況地目

とも田、面積 １７８㎡ 外１筆、合計面積 １，１７６㎡、受人     、

渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は４２１．３８㎡、パネル設置率は４２．２％になります。 
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       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１１、地区 明、申請地 芸濃町中縄仲小路    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ６８４㎡ 外１筆、合計面積 １，３９７㎡、受人   

  、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は４７５㎡、パネル設置率は３２．１％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１２、地区 明、申請地 芸濃町忍田松山    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 １，１３５㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地するものです。 

       パネル設置面積は４９５．９８㎡、パネル設置率は４３．７％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１３、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本巾    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ２０４㎡ 外２筆、合計面積 １，０４９㎡、受人    

 、渡人      外１名。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は３７１．９８㎡、パネル設置率は３５．５％になります。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

       番号１４、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本巾    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 １８５㎡ 外５筆、合計面積 １，４１８㎡、受人    

 、渡人      外４名。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は３７１．９８㎡、パネル設置率は２６．２％になります。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

        

       ２９ページをお願いいたします。 

       番号１５、地区 草生、申請地 安濃町安部上津見    、登記地目・現

況地目とも田、面積 ３３０㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１６、地区 草生、申請地 安濃町草生船倉    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ９９１㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は４５９．２㎡、パネル設置率は４６．３％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１７、地区 草生、申請地 安濃町草生船倉    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ９４２㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は４５９．２㎡、パネル設置率は４８．７％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 
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       番号１８、地区 草生、申請地 安濃町草生船倉    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ５２８㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は１８件、合計面積は１４，５１２．５７㎡で、このうち田が３，

２３９．５７㎡、畑が１１，２７３㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりましたので、地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 藤水、番号２、地区 高茶屋、お願いします。 

 

北澤委員   ３番、北澤です。番号１、番号２ともに、現地確認の結果、特に問題ありま 

せんでした。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号３、地区 安東、お願いします。 

 

川邊委員   ２番、川邊でございます。４月８日に地元推進委員と現地を確認いたしまし

た。    の堤防沿いの所でございます。問題はございません。よろしくお

願いします。 

 

議  長   番号４、番号５、地区 白塚、お願いします。 

 

田村委員   ４番、田村です。４月８日に現地確認を行いました。事務局説明のとおりで、

両方とも問題ありませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号６、番号７、地区 神戸、お願いします。 

 

前川委員   ５番、前川です。現地確認しまして、事務局の説明どおり特に問題ありませ

んので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号８、地区 片田、お願いします。 

 

前川委員   ５番、前川です。事務局の説明どおり特に問題ありませんし、始末書も提出 

されているので問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号９、地区 上野、お願いします。 

 

喜多委員   ８番、喜多です。これも事務局の説明のとおり、何ら問題ありませんので、

よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１０から番号１２、地区 明、お願いします。 

 

小粥委員   １０番、小粥です。現地確認したところ問題ないと思います。よろしくお願

いします。 
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議  長   番号１３と１４、地区 椋本、お願いします。 

 

小粥委員   １０番、小粥です。同じくこちらも太陽光発電で、現地確認したところ問題

ありませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１５から番号１８、地区 草生、お願いします。 

 

丸山委員   １３番、丸山でございます。現地確認の結果は、特に問題はありませんでし

た。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号１から番号１８について、地元委員さんから異議なしということでござ

いました。皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございました。それでは、異議なしと認め、議案第４号について

許可をすることに決定をいたします。 

       次に、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使

用貸借）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ３０ページをお願いいたします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸

借）、でございます。 

       番号１、地区 安東、申請地 河辺町鎌倉    、登記地目 田、現況地

目 雑種地、面積 ６５５㎡ 外２筆、合計面積 １，７５４㎡、借人   

  、貸人     。 

       これにつきましては、申請地を資材置場用地とするものです。平成２年４月

頃から資材置場として転用していた旨の始末書の提出がありますことから、こ

れを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は１件で、合計面積は１，７５４㎡、全て田でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 安東、お願いします。 

 

川邊委員   ２番、川邊でございます。４月８日に地元の推進委員と現地確認しましたが、

始末書の提出もあり、問題はございません。 

 

議  長   番号１について、地元委員さんから異議なしということでございました。皆

さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 
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議  長   ありがとうございました。それでは、異議なしと認め、議案第５号について

許可をすることに決定をいたします。 

       次に、議案第７号 特定農地貸付承認申請について、事務局の説明をお願い

します。 

 

事 務 局   ３２ページをお願いいたします。 

       議案第７号 特定農地貸付承認申請についてでございます。 

       番号１、地区 安東、開設主体     、農地所有者     、対象地

 長岡町小山田    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２，８９３㎡の

うち３３６㎡、貸付期間 １年間、募集及び選考方法は、案内板等で募集、抽

せんにて決定、１区画当たりの面積及び貸付画数４２㎡を８区画、１区画当た

りの貸付料は、年額     。 

       以上、件数は１件、面積は３３６㎡、全て畑でございます。 

       これにつきましては、農地を所有している者が行う市民農園の開設で、特定

農地貸付けの承認申請でございます。 

       市民農園の適切な管理運営及び周辺農地に対する被害防除等について定めた

津市長との貸付協定、利用者への貸付条件等を定めた貸付規定などが添付され

ており、その内容につきましては、農地の位置及び規模、利用者の募集・選考

の方法、貸付けの条件等は適切で、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に

関する法律第３条第３項に規定されている承認の要件を満たしていると考えま

す。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 安東、お願いします。 

 

川邊委員   ２番、川邊でございます。この案件につきましては、市民農園ということで、

私らでも初めての案件でございます。ここは団地のど真ん中でございます。耕

作放棄地の未然防止に対していいことだと思います。今回は、貸付規定という

のがあって、規定どおりちゃんと申請されております。問題ございません。 

 

議  長   番号１について、地元の委員さんは異議なしということでございます。皆さ

ん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございました。それでは、異議なしと認め、議案第７号について

承認をすることに決定をいたします。 

       次に、議案第８号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の

規定による意見書の提出について（賃貸借権、使用貸借）、事務局の説明をお

願いします。 

 

事 務 局   議案第８号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定に

よる意見書の提出について（賃貸借権、使用貸借）、でございます。 

       ２ページをお願いいたします。 

       これは、件数は２件で、合計面積は１４，２２５㎡で、全て田でございます。 
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       意見の提出につきましては、農地中間管理機構は促進計画の対象となる農地

であるときは、農業委員会、市町村へ意見を聴取することとなっております。 

       農業委員会は、賃借権等の設定を受ける者が農地中間管理事業の推進に関す

る法律第１８条第５項第２号及び３号に規定する「全部効率利用要件」、「農

作業常時従事要件」、「農地所有適格法人であるか等」の条件を満たしている

かを確認し、意見書を提出します。 

       また、市は促進計画の内容が地域計画の達成に資するものとなっているかを

確認し、意見書を提出します。 

       今回提出させていただきました促進計画につきましては、農地中間管理事業

の推進に関する法律第１８条第５項第２号及び３号に規定する要件を満たして

いると考えます。 

       また、今回の促進計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参

与の制限に該当します案件はございません。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。 

       今月分につきましては、議事参与の制限に該当する案件がございませんので、

このままご審議をいただきたいと思います。 

       いかがでしょうか。ご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございました。 

       この案件につきましては、適正であると認め、農地中間管理機構に意見書と

して提出することといたします。 

       以上で、本部会に付議されました議案の審議は全て終了いたしました。 

       これをもちまして、第４回第１農地部会を終了いたします。 

                                午前１０時５０分 

 

 

令和７年４月１６日 

 

議事録署名者              

                    

  議事録署名者              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


